
新 旧

第４章　単価、価格等
　９　改修工事の取扱い
（４）改修工事の積算にあたっての留意事項
　　　　山口県建築工事積算要領による。

表３　改修工事の積算に用いる単価の適用

注１．執務並行改修における単価の適用は、表Ｍ－１の工種毎の「用いる単価」
により、基準単価及び基準補正単価を用いる。
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表３　改修工事の積算に用いる単価の適用

注１．執務並行改修における単価の適用は、表Ｍ－１の工種毎の「用いる単価」
により、基準単価及び基準補正単価を用いる。
　 ２．複合単価とは、第４章３（２）による。
   ３．ここでいう市場単価には、第４章７（１）における材工単価を含む。

【出典】積算基準等資料      a 【出典】積算基準等資料（上表注２.及び注３.を除く）

 ［改定、改訂について］
１．本要領は、令和６年４月１日以降に入札公告又は指名通知する業務委託及び
工事から適用する。
２．本要領は、毎年度末に見直し、翌年度の４月１日以降に入札公告又は指名通
知する業務委託及び工事から適用する。

　※訂正履歴
　　令和６年４月30日　　個別単価に係る字句修正
　　令和６年８月１日　　一般管理費等の区分を削除
　　令和６年９月１日　　注意書きを削除
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新　旧　対　照　表

　山口県機械設備工事積算要領（令和6年4月）

執務状態の区分 単価の適用 使用する単価及び補正

全館無人改修 基準単価 複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる

基準単価 複合単価、市場単価、補正市場単価をそのまま用いる

○複合単価の労務の所要量２０％増し

労務の所要量×１.２０

○市場単価×改修補正率（表Ｍ－１）

○補正市場単価×改修補正率（表Ｍ－１）

基準補正単価
執務並行改修

執務状態の区分 単価の適用 使用する単価及び補正
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○補正市場単価×改修補正率（表Ｍ－１）
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